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議  事  録 

 

議 長   ただいまから、令和６年７月定例農業委員会を開会させていただきます。 

まず、はじめに、携帯電話につきまして、会議中電源をお切りになるかマナー

モードにしていただくようお願いいたします。 

なお、この会議は農業委員会等に関する法律第３２条に「総会は公開する」旨

規定されておりますので、傍聴の希望があれば原則入室の許可をするものといた

します。 

 

事務局   本日の傍聴希望者は２名です。 

なお本日の委員会は、農業委員定数１４名中１２名の委員が出席とのことで、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項に規定する定足数に達しておりますの

で、本日の議事は成立していることをご報告申し上げます。  

また、推進委員は６名中５名の委員が出席されておりますので、併せてご報告

申し上げます。 

 

議 長   それでは傍聴者の入室を許可します。 

 

（傍聴者入室） 

 

議 長   本日、ご審議をしていただく案件は４件、ご報告申し上げます案件は２件とな

っております。 

署名委員は、田中委員と前田委員です。 

最後まで、よろしくお願い申し上げます。 

それでは議案第２１号案件の１番案件を議題とします。まず、事務局から議案

の朗読をお願いします。 

 

事務局   議案第２１号 農用地利用集積計画の作成について 

 

【１番案件 朗読】 

 

農林課   議案第２１号１番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

      本件につきましては、借り手である●●氏が経営規模を拡大するために、地主

の●●氏との間で新たに利用権を設定するものであります。 

      借り手である●●氏については、農林課が実施している「河内長野市農業研修

講座」を令和５年度に修了され、令和６年５月に農業経営を開始されました。 

経営を開始した農地は当該農地の隣接地であり、所有者も同じく●●氏である
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ため、地権者との信頼関係や農作業において支障はないと考えられます。 

     なお、貸借期間が４年９か月となっておりますが、これは契約の終期を隣接農

地と同じ令和１１年４月３０日に合わせるためのものです。 

当該農地ではオクラやタマネギ等、野菜類の栽培を計画しており、収穫した農

産物はあすかてくるで河内長野店等の市内直売所に出荷する予定です。 

一方、貸し手の●●氏は、高齢のため農地の日常管理が困難であり、当該農地

についてはこれまで別の農家が耕作されていましたが、その方が体調不良のため

耕作できなくなりました。そこで、隣接農地を任せている●●氏に当該農地を追

加で任せたいという意向を持っておられます。 

     以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

 

 

地区委員  それでは議案第２１号１番案件につきまして、ご説明させていただきます。 

      【地図説明】 

ここを借りておられた方が体調を崩されて、タマネギを収穫するまではその方

が使っておられたのですが、その後維持が出来ないという事で●●氏に返された

ので、●●氏の方から●●氏にここもどうですかといった形でお話しされたとこ

ろ、借りるというお話になりまして、新たに追加で借りていただくことになりま

した。 

●●氏はジャガイモを前回承認された所で植えておられて現在は収穫済みです。

その後、夏野菜の苗を買ってこられて、家庭用に植え付けるとのお話でした。そ

の他、オクラの栽培を予定されています。今日ちょっと覗いてきましたが、畑は

草も抜いて維持はされているのですが、あまり色々植わっている状態ではなくて、

今回の土地が増えることになり、仕事をしながら、この土地はちょっと広いかな

といった不安はありますが、今後様子をみて、チェックをして声掛けなども必要

ではないかと思っています。●●氏はそこを他の方にご迷惑がかからない程度、

草を刈ってもらえたらいいとのことなので、その辺は十分していただけるのでは

ないかと思っています。 

すごくきれいに育っている訳ではないので、少し不安はありますが、維持管理

はしていただかなくてはいけないかなと思っています。 

以上よろしくご審議お願いします。 

 

議 長   皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 
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議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。次、議案第２１号２番案件の朗読をお願いします。 

 

事務局   【２番案件 朗読】 

 

農林課   議案第２１号２番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

本件につきましては、借り手である●●氏が貸し手である●●氏との間で３年

前に設定されました利用権について、その契約を更新するために申請されたもの

であり、今回が３回目の更新となります。 

まず、借り手である●●氏は、現在、●●●で営農しており、野菜と水稲を中

心として、さらに果樹も含め幅広く農作物を栽培しておられます。 

出来た作物は「あすかてくるで河内長野店」をはじめとして各直売所へ出荷し

ておられます。 

また、市内でも特に獣害の多い地区で営農されていることから、有害鳥獣捕獲

隊としてイノシシ捕獲に従事しており、捕獲初心者の育成も行うなど、精力的に

活動されています。 

一方、貸し手の●●氏は、農業以外の仕事に従事していることより、農地の日

常管理が難しいということで、当該農地を引き続き●●氏に任せたいという意向

を持っております。 

書類手続きに来ていただいた際に貸し手・借り手とお話しして継続の意思を確

認しており、●●氏についてはイノシシ捕獲関連で農林課と日常的にやり取りを

している方ですので、当該農地を引き続き安心して任せられる方であると考えて

おります。 

     以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますよう

よろしくお願いいたします。 
  
議 長   皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。 

次、議案第２１号３番及び４番案件の借り手は、同一人であり、かつ所在地が

近接しているため、併せて議題とします。それでは朗読をお願いします。 
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事務局   【３・４番案件 朗読】 

 

農林課   議案第２１号３・４番案件につきまして、一括してご説明申し上げます。 

本件につきましては、●●氏が経営規模を拡大するため、貸し手の●●氏・

●●氏との間で新たに利用権を設定するものであります。 

借り手の●●氏につきましては、令和３年度に本市の農業研修講座を受講さ

れました。その後お勤めの会社を退職して専業農家として営農されており、●

●地区及び●●地区で野菜、果樹、花卉を生産されています。 

当該農地ではイチジクや野菜類を栽培する予定であり、収穫物については、

主に市内直売所に出荷する予定です。 

一方、貸し手につきまして、●●氏は体力面等の問題から経営規模を縮小す

るため、●●氏は遠方にお住まいで管理が困難であるため、当該農地を●●氏

に任せたいという意向を持っておられます。 

以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますようよろしくお

願い致します。 

 

地区委員  ６月１２日に現地で●●氏と●●氏と立会いを行いました。 

     【地図説明】 

     ●●氏は●●地区及び●●地区で営農されているということで、私もあぐり河

内長野とあすかでくるでで出荷されているのをお見掛けしたことがあります。キ

ュウリと花、ガマを持って来られていました。栽培予定は野菜、イチジクなどを

考えておられると聞いています。 

貸し手の●●氏は昨年くらいまで仕事に行かれていて、水稲を●反程ずっと昔

から作られていましたが、増やすつもりはないようです。あちこちに土地はお持

ちで、草刈り等管理はされていますが、耕作地を増やすというのは体力的にも難

しいということで、増やす予定はないそうです。 

以上よろしくご審議お願いします。 

 

議 長   皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

委 員   ４番案件ですが、貸し手の土地は耕作放棄地になっていて、今回の貸借によっ

て解消されるということではないですか。以前から維持管理はしっかりされてい

たのですか。 

 

地区委員  それはありません。今は草が生えていますが、年に２回は貸し手の弟の方によ

って管理されています。 
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委 員  借り手の●●氏ですが、たびたびお名前を拝見するので、どんどん耕作地を広

げておられるように思うのですが、すごく大変かなと思います。そのあたりは●

●委員が見られて特に問題ないということでよろしいですか。 

 

地区委員  今はまだ該当地は手をつけられていませんが、●●と●●の方で耕作されてい

て、何度かキュウリをたくさん持って来られているのを見ていますと、やってい

けると考えています。 

 

議 長   他にご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょ

うか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。ここで傍聴者の退席となります。 

       

（傍聴者退席） 

 

議 長   これで審議案件は終了しましたので、報告案件に入りたいと思います。 

本日、ご報告申し上げます案件は、２件でございます。 

では、報告第１４号案件の朗読と説明をお願いします。 

 

事務局   報告第１４号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書につい

て 

【案件 朗読】 

 

議 長   続いて、報告第１５号案件の朗読と説明をお願いします。 

 

事務局   報告第１５号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書につい

て 

【案件 朗読】  

 

議 長   以上、報告案件２件、ご報告をいただきました。皆さんのご質問、ご意見を求

めます。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、以上をもちまして、本日の会議を終了させていた
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だきます。 
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議事録作成者 ●● ●● 

 

 

 

河内長野市農業委員会に関する規程第１８条第３項によりここに署名する。 

 

議  長 垣 内 俊 夫  

署名委員 田 中 一 郎  

署名委員 前 田 一 郎  

 

 

協 議 会 

 

協議事項 

 

① ８月定例農業委員会について 

開催日  令和６年８月７日（水）午後１時３０分から  

場 所  行政委員会室 

      

② 活動記録カードについて（７月分） 

 

③ 大阪農業時報第８６２号について 

 

④ ２０２４年版農業委員会業務必携について 

 

⑤ スマートの農業研修会について 

 開催日  令和６年８月８日（木）午前１０時から 

 場 所  日野コミュニティセンター（みのでホール） 

 内 容  農業水路ゲート遠隔操作機器 
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令和６年７月定例農業委員会出欠状況 

 

【農業委員１４名・推進委員６名】 

番号 氏  名 委 員 ・ 役 職 名 出欠状況 備  考 

１ 峯芝 謙次 農業委員・副会長 出席  

２ 峯垣外 薫 推進委員 出席  

３ 増田 勝紀 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

４ 小西 康之 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

５ 藪本 源悟 推進委員 出席  

６ 新谷 直美 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

７ 谷口 耕一 推進委員 出席  

８ 西  定彦 農業委員 出席  

９ 垣内 俊夫 農業委員・会長 出席 議長 

１０ 北谷 清一 推進委員 出席  

１１ 田中 一郎 農業委員 出席 議事録署名人 

１２ 前田 一郎 農業委員 出席 議事録署名人 

１３ 泰中 利郎 推進委員・幹事・企画編集委員 欠席  

１４ 宗野 敏雄 農業委員・幹事・企画編集委員 欠席  

１５ 松浦 孝次 農業委員 欠席  

１６ 池西 一郎 推進委員 出席  

１７ 小澤  勝 農業委員 出席  

１８ 村田 洋三 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１９ 中野  毅 農業委員 出席  

２０ 比嘉 一美 農業委員 出席  

 


